
田村市インバウンド誘客業務委託公募型プロポーザル 

質問回答書 

 

質問項目 質問内容 回  答 

仕様書 

４委託額 

委託額内訳の大幅な変更は減点対象になりま

すか。 

「委託額内訳の大幅な変更」に関する減点規定

は設けておりませんが、仕様書に委託額内訳を

明示しており、審査の公平性および補助金の適

正な執行の観点から、審査の対象とならない可

能性があります。 

仕様書 

５業務内容 

【イ】企画・設計費 

◇FIT向けプロモー

ション 

「（本項ではトップセールスは行わない）」と

ありますが、この旅行行程の中ではトップセ

ールスを行わないという意味でしょうか。そ

れとも、遊楽日 4日中 2日間は BtoB向け商

談会となりますが、遊楽日の中でトップセー

ルスは行わないという意味でしょうか。 

この旅行行程の中では実施しません。 

仕様書 

５業務内容 

【イ】企画・設計費 

◇FIT向けプロモー

ション 

具体的な招請するインフルエンサーの人数は

決まっておりますでしょうか。(1年目、2年

目で人数が異なるため) 

 

現時点で人数は設定しておりません。本事業の

目的および予算の範囲内で、効果的な内容をご

提案ください。 



仕様書 

５業務内容 

【イ】企画・設計費 

◇自走化に向けた取

組みの提案 

地元事業者を巻き込んだ、自走化に向けた取

組みを提案することと記載がございますが、

1～2 年目の事業において既に連携の土台が

できている具体的な事業者や観光団体は存在

しますでしょうか。それとも受託者が新規に

開拓・選定を行う想定でしょうか？ 

「あぶくま洞」は、インバウンド誘客の実績を

有しています。1～2年目の事業においては「東

北遊楽日」や県主催の商談会等に参加したり、

バス団体旅行来訪者を対象としたアンケート調

査を実施したりするなど、本事業において連携

しています。 

なお、新規開拓・選定を拒むものではありませ

ん。 

 


